
 1

介 護 輸 送 に 係 る 法 的 取 扱 い に つ い て  

                                                    平成18年 ９ 月          

                              国土交通省自動車交通局旅客課 

厚生労働省老健局振興課 

厚生労働省社会 ・ 援護局障害保健福祉部障害福祉課 

 

介護輸送に係る法的取扱いについては 、 平成 １ ６ 年 ３ 月に整理し 、 運用し てきた と こ ろであるが 、 今般 、 道路運送法等の一

部を改正する法律 （ 平成 １ ８ 年法律第 ４ ０ 号 。 以下 「 改正法 」 と い う 。） が本年 １ ０ 月 １ 日から施行される こ と に伴い 、 新た

に以下の通り整理する こ と と し た 。  

１ ． 訪問介護について 

①  訪問介護事業者等が行 う 要介護者等の輸送については 、 道路運送法 （ 昭和 ２ ６ 年法律第 １ ８ ３ 号 ） 第 ４ 条又は第 ４ ３ 条

の事業許可 （ 一般又は特定 ） による こ と を原則とする 。  

②  Ｎ Ｐ Ｏ法人その他道路運送法施行規則 （ 昭和 ２ ６ 年運輸省令第 ７ ５ 号 ） 第 ４ ８ 条に定める法人等は 、 一定の手続き 、 条

件の下で 、 道路運送法第 ７ ９ 条に基づ く 登録を受ける こ とができ る 。  

③  訪問介護員等が自己の車両で要介護者等を有償で運送する場合については 、 一定の手続き 、 条件の下で 、 道路運送法第

７ ８ 条第 ３ 号に基づ く 許可を受ける こ とができ る 。  

④  訪問介護サービス等に連続し て移送を行 う 場合は 、 道路運送法上の許可又は登録を求める こ と と し 、 これら を受けずに

運送を行 う 訪問介護事業所については 、 介護報酬の対象と し ないものとする 。  

なお 、 障害者 （ 児 ） 福祉サービスに係る自家用自動車を使用し た有償旅客運送について も 、 上記①～④の方針に沿っ て具

体的な取扱いを行 う ものとする 。  

２ ． 施設介護について 

施設介護事業者 （ デイサービス 、 シ ョ ー ト ステ イの事業者を含む 。） が行 う 要介護者等の送迎輸送については 、 自家用輸

送である こ と を明確化する と と もに 、 輸送の安全の確保 ・ 向上の観点から 、 運行管理体制の確保 、 道路運送法の許可を受け

た旅客自動車運送事業者への送迎輸送の外部委託等を促進する 。  

また 、 障害者自立支援法の改正によ り 、 デイサービス事業の廃止や短期入所事業の送迎加算が廃止された こ と に伴 う 障害

福祉サービス事業者等に係る送迎輸送の取扱いについては 、 引き続き検討する こ と とする 。 この場合において 、 当該送迎輸

送に対し て市町村が従来の送迎加算の範囲内の額 （ 利用者負担分を含む 。） を給付する場合には 、 当分の間 、 「 自家輸送 」

と し て取り扱 う こ と と し 、 自家用輸送である こ と を明確化する と と もに 、 輸送の安全の確保 ・ 向上の観点から 、 運行管理体

制の確保 、 道路運送法の許可を受けた旅客自動車運送事業者への送迎輸送の外部委託等を促進する 。  

３ ． 周知期間について 

福祉有償運送に係る改正法によ る改正後の道路運送法 （ 以下 「 新法 」 と い う 。） の円滑な運用を確保するための体制整備

や 、 新法第 ７ ９ 条の登録制度の仕組み等について各地方公共団体 、 事業者等の関係者への周知徹底を図るため 、 国土交通省

と厚生労働省は 、 改正法施行後 １ 年間の周知期間を設け 、 当該登録制度の運用のための体制整備や広報等を協力し て積極的

に行 う ものとする 。  

当該周知期間においては 、 各地方公共団体 、 関係事業者に対する説明会の開催や当該登録制度に関するガイ ド ブ ッ ク等の

地方公共団体の担当者への配布などを通じ て 、 計画的かつ効果的に当該登録制度の理解の深化を促進する こ と とする 。  

なお 、 当該周知期間内においては 、 新法第 ７ ９ 条の登録の対象と なる Ｎ Ｐ Ｏ等については 、 登録取得に向けた環境整備及

び指導等を実施する こ と と し 、 その上でやむを得ない理由によ り登録を受ける こ とができない ものについては 、 これに係る

行政処分及び刑事告発は行わないものとする と と もに 、 上記 １ ． ④の取扱いについては 、 当該Ｎ Ｐ Ｏ等に適用し ないものと

する 。  


